
総 行 福 第 ２ １ ０ 号   

                             令和７年７月２３日  

   

警 察 庁 長 官 官 房 人 事 課 長 

文部科学省初等中等教育局財務課長 

 

 

                                    総務省自治行政局公務員部福利課長 

（ 公  印  省  略 ） 

 

 

地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正について（通知） 

 

 

このことについて、別紙のとおり改正しましたので通知します。 

 

殿 
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地方公務員共済組合連合会理事 長  

地 方 職 員 共 済 組 合 理 事 長  

（地方共済事務局、団体共済部扱い）   

東 京 都 職 員 共 済 組 合 理 事 長 

全国市町村職員共済組合連合会理事長 

各 指 定 都 市 職 員 共 済 組 合 理 事 長 

   

 

                                          

総務省自治行政局公務員部福利課長 

（ 公  印  省  略 ） 

 

 

地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正について（通知） 

 

 

このことについて別紙のとおり改正しましたので通知します。その施行に遺漏のないよう

願います。 

  

殿 
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地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
運
用
方
針
（
昭
和
三
十
七
年
自
治
甲
公
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
一
）
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
運
用
方
針 

改

正

後

改

正

前

第
一
章　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
関
係

　
　
　

第
一
章　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
関
係

 
 

第
二
条
関
係

第
二
条
関
係

 
 

施
行
令
第
二
条　

［
略
］

施
行
令
第
二
条　

［
同
上
］

第
一
項
第
二
号

第
一
項
第
二
号

 
 

一　

［
略
］

一　

［
同
上
］ 

二　

次
に
掲
げ
る
者
は
、
「
主
と
し
て
組
合
員
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持

二　

［
同
上
］

 
 

す
る
者
」
に
該
当
し
な
い
。

・

　

［
略
］ 

・

　

［
同
上
］ 

(一)

(二)

(一)

(二)

　

年
額
百
三
十
万
円
以
上
の
所
得
が
あ
る
者
（
十
九
歳
以
上
二
十
三
歳
未

　

年
額
百
三
十
万
円
以
上
の
所
得
が
あ
る
者
（
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十

(三)

(三)

満
の
者
（
組
合
員
の
配
偶
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
年

四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

額
百
五
十
万
円
以
上
の
所
得
が
あ
る
者
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年

律
第
百
十
五
号
）
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
そ
の
他
の
公
的
な
年
金
た
る

法
律
第
百
四
十
一
号
）
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

給
付
の
う
ち
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
の
受
給
要
件
に
該
当
す
る
程

百
十
五
号
）
に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
そ
の
他
の
公
的
な
年
金
た
る
給
付

度
の
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合
又
は
六
十
歳
以
上
の
者
で
あ
る
場
合

の
う
ち
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付
の
受
給
要
件
に
該
当
す
る
程
度
の

に
あ
つ
て
は
、
年
額
百
八
十
万
円
以
上
の
所
得
が
あ
る
者
） 

障
害
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合
又
は
六
十
歳
以
上
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ

 

つ
て
は
、
年
額
百
八
十
万
円
以
上
の
所
得
が
あ
る
者
） 

 

　

［
略
］ 

　

［
同
上
］ 

(四)

(四)
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三
～
五　

［
略
］ 

三
～
五　

［
同
上
］ 

 
 

施
行
令
第
四
条　

［
略
］

施
行
令
第
四
条　

［
同
上
］

第
一
項
第
五
号　

［
略
］

第
一
項
第
五
号　

［
同
上
］

　
　

附　

則　

 

　

こ
の
運
用
方
針
の
改
正
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


